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第三期東京都自立支援協議会活動を振り返り考えたこと

東京都自立支援協議会会長 沖倉智美

１．第三期活動を振り返って

2012年 9月に第三期東京都自立支援協議会（以下、都協議会）第 1回本会議を開催し

てから、早２年半の歳月が経過しました。この間 2014年 3月までを前期、4月からを後

期と位置づけ、今日まで活動を行ってきました。

初年度は半年間であったこともあり、本会議を 1回しか持つことができず、会議の進め

方を模索していましたが、翌 2013年度は本会議を 3回開催し、分科会方式で委員が２つ

のグループにわかれ、障害のある人たちのライフステージにおける課題と相談支援のあり

方というテーマを設定し、議論を深めました。併せて同様のテーマでセミナーと交流会を

各 1回開催しました。参加者から当日出された意見や、事前事後アンケートへの記載内容

も反映し、最終的に図表「障害者総合支援法を中心とした相談支援、関連制度・サービス

等の課題整理―ライフステージを軸として―」として整理しました。障害のある人の乳幼

児期、学齢期、青年・壮年期、高齢期の４つのライフステージにおける課題と、それに対

する支援を、特に移行期を視野に入れて見直し、保健・医療、福祉、教育、雇用・就労等

の各領域が提供する支援をマネジメントする、相談支援専門員の役割を検討した上で、地

域自立支援協議会（以下、地域協議会）を中心とした地域における支援ネットワークの充

実に向けた、課題を明らかにしました（詳細は前期のまとめをご一読ください）。

前期の活動を踏まえ、後期では本会議を２回にして、第１回本会議の後、情報発信型の

自立支援協議会セミナーや２回の情報収集型の交流会を企画運営し、そこで得られた意見

を踏まえて、年度末に第 2回本会議を行いました。課題が山積している時期のため、議論

の柱が定まらず苦心しましたが、交流会では、前期で十分に議論ができなかった「地域移

行・定着支援」と「権利擁護」、そして第四期以降さらに検討を加える予定の「人材育成」

の３テーマを設定しました。

地域移行・地域定着支援に関しては、多種多様な業務内容の明確化と支援提供過程のル

ール化は、報酬への反映のためにも必須の検討課題です。前期の検討からは、地域生活支

援と入所施設（施設や病院での）支援との分断が見えてきました。交流会での意見交換で

は、「知的障害者の都外施設や精神病院の地域偏在があり、地域移行と言った時に、一つの

自治体で解決する問題ではなく、広域的な支援が必要」、「地域協議会で取り組む場合、地

域移行の対象になる方の人数を把握し、それを前提として話し合うことが大事」、「当事者

にこの事業の存在をどのように普及啓発していくか、相談支援専門員が施設や病院にアプ

ローチしていくことが大切」と、支援の鍵となる地域協議会や相談支援専門員の役割の重

要性が改めて確認されました。

権利擁護に関しては、「権利擁護とは、当事者と社会との接点で、相互交流を促してい

くこと。そのためには障害理解を進めていくことが必要」「地域協議会での草の根的な当事

者活動が活発化していることが重要」「地域協議会活動が福祉関係者にだけではなく、他領

域（例えば消防や警察等）外部に開かれたものにしないと活性化していかない」「権利条約

や差別解消法等、全て名称の頭に『障害者』と付くが、これらの法律は障害者のためだけ

のものではない。その趣旨は差異や多様性を認め合う共生社会を作っていくということで



あるから、障害のある人の暮らしを通じて、いろいろな人がいろいろなことに気づいてイ

ンクルーシブ社会を作っていくことが重要」との発言が、当事者委員や交流会に参加した

当事者からあり、検討過程への当事者参画の重要性が参加者全体で確認できました。

第三期の約 3年間は、計画相談支援（サービス等利用計画作成）に大きく影響を受けた

時期でした。計画相談支援は、計画そのものを作ることだけではなく、作成に当たっての

アセスメント、計画に基づくサービス提供、そしてサービス提供によって変化する当事者

自身の力や周囲の環境のモニタリングを行うという「ケアマネジメント」の一連のプロセ

スであることを、ここで今一度確認したいと思います。この 3年間の計画相談支援自体の

総括（最新の状況把握や計画作成の伸び悩みに関する要因分析と、それへの対応等）も引

き続き行うべきとは考えますが、次年度以降、計画内容の質の向上や、具体的な実施内容

や適正な頻度等が未だ不明確な、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助（モニ

タリング）のあり方を考えていくことが、重要課題となってきます。

昨年 12月に行ったセミナーでは、日本相談支援専門員協会の副代表で、自らも長野県

内の社会福祉法人で長年地域生活支援に取り組んでおられる、福岡寿氏にご登壇いただき、

ケアマネジメントプロセスを意識した相談支援実践についてお話しいただきました。アセ

スメントの視点として、「相談支援は、利用者にとってこれがよいと、相談支援専門員が段

取りをするのではなく、利用者の後ろについて、一緒に暮らしを探していくこと」、「利用

者の今の暮らしの場、社会参加の場、余暇活動は、本当にこれでよいのかという視点で改

めて考えることが重要」「利用者自身が本当はどんな暮らしがしたいのかに関する情報を集

め、関係者皆で探りながら、本人にサービスを試してもらい、そのことを計画に落とし込

む」、計画実施の際の心得として「地域の関係機関が利用者を中心にして動いていくという

意識を持つことが必要」、モニタリングとして「アセスメント、計画作成、実施の過程を振

り返ることによって、事業所での支援が決まりきったものではなく、目的のあるものにな

っていく」、「関わりを通じて、本人の今後の可能性が広がるのではないかと納得した家族

は、きっと計画の意義を理解する」といった参考になるお話をいただきました。その後の

本会議等で十分に議論を深めることはできませんでしたので、継続課題としたいと思いま

す。

２．第四期活動に向けて

2015年度は障害福祉サービス等報酬改定の時期を迎えます。厚生労働省は報酬改定検討

チームの議論を踏まえ、『平成 27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要』を出しました。

詳細はそれに委ねますが、「基本的考え方」の１つに「障害児・者の地域移行・地域生活の

支援」を据え、相談支援の重要性を確認しています。報酬とは元来、行ったことへの対価

です。次回の改定は平成 30年度に予定されていますが、今後の実践が正当に評価される

よう、3年後を見据えた取り組みを今から始めていく必要があります。そこで都協議会で

は、第四期活動（2015年 4月～2017年 3月までの 2年間）の重点課題として、相談支援

専門員を中心とした相談支援に従事する人材に焦点を当て、支援に必要な知識や技術の明

確化とその質の向上を支える研修体系等を議論していく予定です。以下、そのポイントを

列挙します。



① どのような人を育てていくのか（相談支援専門員等の持つべき力量）

東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課から出された「東京都障害者計画・第 4期東

京都障害福祉計画（案）」には、相談支援体制や人材育成に関する目標や実現に向けた取り

組みが書かれていますが、この取り組みを実行していくためには、より具体的な方法にま

で掘り下げて検討する必要があります。

これまでの議論を通して、相談支援専門員とは、個人で当事者ニーズのすべてに対応で

きる「スーパーマン」ではなく、当事者の意思を中心として、その実現に向けて地域に存

在する人材と協働することができる「コーディネーター（マネジャー）」が求められている

ことが明らかになりました。併せて、サービス管理責任者との協働も検討する必要があり

ます。加えて、基本相談支援を基盤とした個別支援だけではなく、地域協議会活動を核と

した地域づくりをも視野に入れ、この両者に連続性と整合性をもって取り組むことができ

る相談支援専門員の育成は急務です。

相談支援という実践には、目の前で起こっている出来事に向き合いながらも、当事者の

実像とこれまでの人生を踏まえた「先見性（今後を見通す力）」に基づく「移行期における

つながる支援（縦のマネジメント）」と、当事者の持ち得る人間関係や生活環境を視野に入

れた「俯瞰性（全体を見渡す力）」に基づく「関係者の協働による支援ネットワークの構築

（横のマネジメント）」との両者を行うことが求められます。前者は、主たる支援機関や支

援者が交代するライフステージ間の移行期に特に、各々の社会資源が双方向で接近するつ

ながる支援を重点的に行っていくことです。後者は、当事者の生活全般にわたるアセスメ

ントの結果、明らかになった課題やニーズに対し、適切なサービスや機関、支援者を結び

つけ、あるいは会議等を開催することを通して関係者が一堂に会し、協働する機関同士が

役割分担をしつつ、過不足なくパッケージとして支援を提供することです。いずれの場面

においても、その中核には当事者と専門員とが位置していることが重要です。第四期では

これらを行うために相談支援専門委員が持つべき力量について、明らかにしていく予定で

す。

② どのように人を育てていくのか（相談支援専門員に必要な研修プログラムやスー

パービジョン体制）

「ケアする人のケア」の重要性が言われていますが、サービス等利用計画作成に追われ

ている、相談支援専門員一人ひとりをどのように地域で支えていくのかは、次期都協議会

の最重要課題です。相談支援専門員の人数を単に増やすだけではなく、①で述べた役割機

能を果たし得る力量をもった人材の育成と定着支援が求められています。

研修プログラムに関しては、都が実施している相談支援従事者初任者研修や現任研修、

サービス管理責任者研修等の内容や実施状況を踏まえた上で、力量を高めるために望まれ

ている具体的な研修内容を、協議会委員やセミナー・交流会参加者等の声を集めつつ議論

していく予定です。

スーパービジョンに関しては、すでに地域協議会の中には、相談支援専門員を中心とし

て事例検討会やグループスーパービジョン、ピアスーパービジョンに取り組んでいるとこ

ろがあります。各地の実施状況を把握しつつ、その取り組みが相談支援や地域生活支援に

有効なものとなるための、実施に当たっての基本的なルール作りが今後の課題となってく



るでしょう。

③ どのように人が支え合っていくのか（地域の相談支援体制の整備）

個々の相談支援事業所の運営の安定化と相談支援専門員の量的・質的充実は言うまでも

ありませんが、同時に地域全体の相談支援体制の整備が求められています。しかし課題が

山積しており、その最大のものが、基幹相談支援センター（以下、センター）のあり方に

ついてです。都の設置状況は、都協議会で発行した『平成 26年度版 東京都内の地域自

立支援協議会の動向』によると、平成 26年 10月１日現在、13の自治体で設置済み、49
自治体が未設置の状態です。

センターには「総合相談・専門相談」、「相談支援事業所のバックアップ」、「地域移行・

定着に取り組む関係機関のネットワークの構築」、「都道府県権利擁護センター、市町村虐

待防止センターとの役割分担と連携」等が求められるにも関わらず、たとえ設置されてい

たとしても、センター機能の具体的イメージができていないため、残念ながら十分に機能

していないところが多いようです。長野県相談支援専門員協会が平成 26年 3月に出した

『基幹相談支援センターの実態と在り方に関する調査研究報告書』では、「専従職員が配置

されていない比率が高く、担当者の異動等により、継続的な支援を組織的に進めることが

困難であること」「単独法人で相談支援事業所と併設しているところが多く、業務が分離で

きていないこと」「困難事例の専門相談に対応し切れていないこと」「サービス等利用計画

の評価をしている割合が少ないこと」「地域移行・定着のネットワーク作りに取り組んでい

る相談支援事業所が少ないこと」「権利擁護に関する地域の実態把握、普及啓発を実施でき

ていないこと」「相談支援事業所へのスーパービジョン、研修の企画および実施、協議会の

運営が十分に行われていないこと」等の実態があることが指摘されており、都協議会の中

でも同様な意見が出されています。

第三期後期の検討過程で、「各相談支援事業所や所属する相談支援専門員が何から何ま

で知識や技術を身につけた『スーパーマン』にならずとも、計画相談支援においてサービ

ス等利用計画の作成方法に困ったり、対応困難な事例に遭遇したりした際には、具体的な

助言が得られるといった、センターのスーパービジョン機能に期待したい」との意見が上

がりました。センター未設置の自治体が多い現状では、地域協議会においてセンターにど

のような役割機能を期待するのかを十分に議論することが重要です。センターに期待をし

つつも、センターにのみ依存し過ぎない取り組みも必要であり、地域協議会の活動を通し

てセンターが持つべき機能を補強、バックアップすることも検討しなくてはなりません。

人材育成に関しても、地域協議会の人材育成部会において、どのような支援やサービス

が必要とされ、それをどのような人材に担ってもらうのかを考えながら、地域性に配慮し

た人材育成をしていくことが重要です。このある意味煩雑な検討作業が、結果として人を、

地域を育てていく、各相談支援事業所の弱みを補い合い、強みに変える取り組みであると

積極的に考える必要があります。

第三期の議論を通して、すべての支援の基盤は基本相談支援にあることを再確認するこ

とができました。相談支援制度上も他の支援の基礎として横断的に位置づけられています

が、個別給付の対象ではなく交付税を財源として実施される事業となっています。このこ

とを鑑み、基本相談支援の射程を見定め、具体的な内容の吟味を継続することが重要であ

るとも考えています。



現状では、基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、指定特定相談支援事業所・指

定一般相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所といった複数の相談支援事業所が存在

する多層・多重状況ですが、今後の相談支援体制整備のためには、この特性を活かす方策

を考えていく必要があります。第四期では、この役割分担と連携についても、各地域の実

情を踏まえた議論を行っていく予定です。

３．終わりに

改めて申し上げますが、都協議会は委員や事務局だけのものではありません。委員は便

宜上一部の人間が担っていますが、都協議会の活動基盤となるのは、各区市町村で取り組

まれている日々の障害福祉実践そのものです。都協議会にいただく期待を真摯に受け止め

つつも、地域協議会のご協力なくしては都協議会活動の成果を上げることは困難です。第

四期も、地域協議会と都協議会との双方向性を高めるための取り組みを継続します。2015
年度は、人材育成と相談支援体制に関する議論を深めることを目的として、本会議を年 3
回、同様のテーマでセミナーと交流会を各 1回開催する予定です。『地域自立支援協議会

の動向』冊子の作成やセミナー等での事前事後アンケートを通じて、このテーマに関する

現状把握と意見聴取、議論の経過のご報告を行っていく考えです。

最後になりましたが、この２年半の皆さんのご理解とご協力に感謝し、第四期の都協議

会活動に対しても、厳しくも温かいご支援をお願いしたいと思います。



第三期 東京都自立支援協議会 活動のまとめ（平成24～26年度）

都協議会の概要

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊

厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる地

域社会を構築するため、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第８９条の３に基づき、相談支

援体制をはじめとする障害保健福祉に関する方策を協議する。

設置目的

委員構成

協議会活動

テーマ： 障害者総合支援法における相談支援のしくみを東京で実のあるものへ、その課題を考える

相談支援に関する課題整理等の活動
（本会議）

【平成２４年度】
日時：H24.9.7

＜主な議事・内容＞

○第三期運営方針

・広域的課題への取組と地域の自

立支援協議会等との緊密な情報交

換等によるネットワーク構築

・地域の相談支援事業を担う人材育

成（質・量ともに）のための体制整備
○地域相談支援体制の現状につい
て

【平成２５年度】
第一回：H25.5.31
第二回：H25.10.4
第三回：H26.3.27
＜主な議事・内容＞
○平成２５年度の活動計画
○障害者虐待防止法施行後の対応
状況
○グループ討議
－障害者総合支援法における相談支
援のしくみを実のあるものにしていくた
めの課題等を考える－
テーマ：「相談支援のしくみと人材（育
成）」
・乳幼児期から学齢期、高齢期の相
談支援で、どこにどのような問題が
あるか洗い出す

【平成２６年度】
第一回：H26.5.30
＜主な議事・内容＞
○第三期討議のまとめ
○平成２６年度の活動計画
○第四期運営方針素案
○グループ討議
・地域自立支援協議会交流会の企

画、運営
第二回：H27.3.20
＜主な議事・内容＞
○第三期活動のまとめ
○障害者虐待の状況
○グループ討議
・第三期補足討議

地域協議会の状況把握・共有・発信に関する活動
（地域協議会交流会）（「地域協議会の動向」発行）

【平成２４年度】
多摩地域自立支援協議会交流

会（H25.1.25）

【第一部】パネルディスカッション

「多摩地域の自立支援協議会活

動の活性化－地域における障害

者（児）福祉の充実のために、ど

のように取組むのか－」

【第二部】地域自立支援協議会

交流会
《事務局活動》運営、本会議
《専門部会活動》相談支援、子ど
も、地域移行、権利擁護、就労支
援

【平成２５年度】
多摩地域自立支援協議会

交流会（H26.1.29）

【第一部】話題提供

「障害者総合支援法の相談

支援と地域自立支援協議会

に期待すること」
【第二部】地域自立支援協
議会交流会
○計画相談など新しい相談
支援システムの普及
○地域の社会資源の活用と
連携
○地域移行、定着の促進

【平成２６年度】
地域自立支援協議会交

流会（H26.9.5、

H26.10.17）

※対象を都全域に拡大し

て実施

【グループ討議】

○相談支援を担う人材

○地域移行・地域定着の

促進

○権利擁護
【全体会】
・グループ討議の内容共
有

「東京都内の地域自立支援協議会の動向」 冊子発行（平成２４，２５，２６年度）
○地域協議会の運営方法、活動状況 ○相談支援体制

相談支援に関する普及啓発活動
（東京都自立支援協議会セミナー）

【平成２４年度】
（H24.12.4）

「地域の相談支援の現状

を考える～わたしたちの東

京はどんなところなのか

～」
＜第一部＞シンポジウム
”わたしたちの地域東京”
○インクルーシブ社会の実
現
○東京の相談支援の現状
○足立区の特定相談支援
の現状

＜第二部＞講演

「地域特性を踏まえた相談

支援事業のあり方」

【平成２５年度】
（H25.11.22）

「東京における相談支援の現状を考

える －相談支援のしくみ、それを動

かす人材をどう活かしていくか－」

＜東京都自立支援協議会の検討内

容報告＞

＜地域の相談支援に関わる方々か

らの指定発言＞
○障害児支援 ○相談支援事業所
○居住サポート事業を通した地域開
発 ○高齢障害者

＜話題提供＞

「矯正施設退所障害者への支援に

ついて」

＜パネルディスカッション＞

【平成２６年度】
（H26.12.5）

「障害者ケアマネジメント、

再び －障害者（児）相談

支援の充実のために－」

＜第一部＞基調講演

「障害者ケアマネジメントの

原点」

＜第二部＞シンポジウム

「相談支援充実のための

論点」
○障害児相談支援 ○知
的障害者の地域移行・地
域定着 ○基幹相談支援
センターの取り組み

ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議等に活用 企画等に反映

活動状況等掲載

企画・

運営等

討議へ

反映

企画・

運営等

討議へ

反映

番号 名　前 所　属

大正大学人間学部社会福祉学科

社会福祉学コース教授

社会福祉法人豊芯会

ジョブトレーニング事業所

H26.7～

社会福祉法人府中えりじあ福祉会

地域生活支援センタープラザ施設長

社会福祉法人武蔵野　統括施設長

デイセンター山びこ

社会福祉法人はらからの家福祉会

小金井市障がい者センター精神ピアカウンセラースーパーバイザー

東京都医師会理事

ひらかわクリニック院長

特定非営利活動法人秋川流域生活支援ネットワーク

サポートセンターあすくセンター長

あきつの園（東村山市）

東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会顧問

社会福祉法人世田谷ボランティア協会理事

福祉事業部長　ケアセンターふらっと

（24年度まで）

（25年度まで）

（26年7月まで）

H25.4～

渡辺　秀子 障害者施策推進部事業調整担当課長

伊藤　裕之 江東区福祉部障害者支援課長

井上　一雄 中央区福祉保健部障害者福祉課長

日高　津多子 多摩立川保健所企画調整課地域保健推進担当課長

粕谷　勝 清瀬市健康福祉部障害福祉課長

田中　耕太 中央区福祉保健部障害福祉課長

秋山　悟 東久留米市福祉保健部障害福祉課長

江東区福祉部障害者支援課長

15 本田　浩子 多摩府中保健所保健対策課地域保健第二係長

17 山田　憲二郎

18 和田　敏子

新井　誠司

H26.4～

16 溝口　和彦 豊島区中央保健福祉センター所長 H26.4～

12 中林　澄明

13 平川　博之

14 藤間　英之

H26.4～

8 鈴木　卓郎

副会長 9 高沢　勝美

10 高見　和幸 荒川区身体障害者相談員

11 内藤　禎一 大田区福祉部障害福祉課長

障害者施策推進部事業調整担当課長

4 川島　一利 武蔵村山市健康福祉部障害福祉課長

5 木村　弥生 足立区江北保健総合センター地域保健係長

6 近藤　友克

7 下川　明美

2 今村　登 自立生活センターSTEPえどがわ事務局長

会長 3 沖倉　智美

第三期　東京都自立支援協議会委員名簿

1 伊野　元康 多摩市健康福祉部障害福祉課長 H26.4～



「障害者総合支援法を中心とした相談支援、関連制度・サービス等の課題整理－ライフステージを軸として－」（第三期東京都自立支援協議会 討議のまとめ（～２５年度））

討議
内容

ﾗｲﾌ
ｽﾃｰｼﾞ 乳幼児期　 学齢期 青年・壮年期　　　　　　　　　　 高齢期

○人材育成
○広域的・専門
的な支援

18歳 20歳 65歳40歳6歳

【親支援の重要性と相談支援の難しさ】
◎育児不安・虐待・親の精神障害・孤立（シングルマザー・外国人）・
DV ⇒妊娠中からの支援、見守りができる体制作り
◎療育施設を紹介しても利用を躊躇するケース ⇒保健所で、親同
士のグループ活動実施

◎親に障がいがある･子どもが思春期である場合など、親からの「相

談」は受けても、子ども本人に寄り添っての「相談支援」は提供でき

ていない

【医療的ケアが必要な子どもの支援に必要なこと、難しさ】
◎対応できる医療・福祉スタッフが不足 ◎医療や専門療育機関との
連携が必要 ◎トータルコーディネートが難しい

〈保健⇔福祉〉
◎乳幼児健診後、支援を継続しないケースで学齢期以降に問題を
残すことがあるので、早期からの行政機関（福祉、母子保健）の連携
が課題

◎乳幼児健診で発達の課題が指摘された乳幼児 ⇒児童発達支援、

幼稚園、保育園での早期療育につなげる

【入院時の支援】
◎全身性障害者等入院時の介護は区市町村でまちまち ・完全看護といっても病院では対応できない
◎知的障害 入院を断られたケース ・入院しても拘束の問題

〈医療関係者、ケアマネ、介護事業者、行政〉
◎医療的ケア、コミュニケーション支援は常時必要だが、家族の負担が大
きい

連携

連携
医療・保健

【福祉・医療等につながっていない障害者の支援の困難】
◎治療につながっていない精神障害者近隣とのトラブルに関する相談あり
◎精神障害者 早期発見する方法が分からず、こじらせてしまう（引きこもりな
ど）
◎引きこもり傾向、就労挫折ケース ⇒実態把握困難、日中活動場所の確保
（社会資源不足）

◎サービスを利用していない障害者の権利擁護 誰が中心になって支援？
◎障害をオープンにしていない就労者社内での虐待の際の対応

〈相談支援事業所⇔保健所〉
◎病院につながっていない精神障害者 ⇒保健所との連携必要

連携

【障害者サービスから介護保険サービスへの移行の問題】
◎脳血管障害による若年の障害者 障害サービスを受けていたが、４０歳で介護保険サービス
へ：サービス受給量が減少してしまう場合あり
◎聴覚障害+片麻痺の独居者 介護保険移行時に支給量削減。対応できる介助者が不足

◎精神障害者 介護保険の対象になっても、高齢者施設（デイなど）を利用したがらない・高齢デイ

の事業所も精神障害者の受け入れが困難
◎難病者 ケアホームが足りない ⇒民間住宅の活用を ◎介護認定審査会委員に障害の理解
がない ◎介護保険への移行に伴う利用者負担増

【教育の場における支援】
◎就学支援、通学支援、ノートテイク等
学校生活を送るための支援が必要 ◎
学校との連携による計画相談の推進

〈教育⇔福祉〉
◎福祉→学校 途切れのない支援
◎不登校で統合失調症と診断卒業後は誰も関与しないケース
⇒計画相談（基本相談）の対象となることが望ましい。
◎不登校の発達障害児 福祉サービスなし。「障害者ではない」という
意識 ⇒計画相談（基本相談）の対象となることが望ましい。

◎少数の障害であっても、個別のニーズに応じた適切な教育が受け

られるように ⇒学校（教育委員会）と療育機関の連携

【居場所・放課後等対策】
・区市町村のタイムケア施
設が少ない ⇒民間事業
所の増加が必要

教育・療育

【卒後の進路・就労】 ◎知的障害者 ⇒本人に合う居場所（特殊学級、実習先・作業所等）が大事 ◎肢体不自由児卒
後の進路の選択肢が少ない ⇒本人がしたいことを見つけていけるエンパワメント支援も必要 ◎就労希望の精神障害
者 ハローワークでも満足な対応が得られない場合に、どのような社会資源があるか。

〈教育⇔就労支援機関・事業所〉
◎進路決定時の支援就労相談、日中活動の場の確保 ◎卒後一般就労に結びつかない知的障害者
⇒特別支援学校、就労支援センター、ハローワーク、相談支援事業所、就労支援事業所の連携

【高齢知的障害者の「居場所」が必要】
◎知的障害者 ⇒お茶を飲んだり、どこかに出
かけたりする居場所がほしい
⇒知的障害者のデイサービスのようなものがあ
るとよい

介護保険

就労・日中活動

連携

居住の場・生活支援

【居住の場の確保・整備】◎基本的人権の視点 その町で暮らす権利は誰にもある ・グルー
プホーム、ケアホームの不足 ・「重症化」に対応した設備（医療ケア等）

【全身性障害者の生活支援】 ・必要な支給量が認められるか ・セルフプラン
の支援 ⇒支給決定の透明化、 利用者を含めて協議調整

【複合的な課題がある家族の支援】
◎高齢の兄弟と生活している精神障害者 ・サービスが入っておらず、兄弟が入院したら介護拒否 ・本人の処遇を決定するものが不在
◎行動障害 ・同居している高齢の親を虐待 ⇒親子分離の介入 ◎力関係の変化による虐待ケース
◎精神障害者 ・老障介護の場合、障害者のストレス ・親子の孤独死の事例もあり

〈地域の相談支援機
関・地域包括支援センター・行政〉

◎誰がコーディネート役になるのか

連携

【親なき後のために必要なこと】
⇒困ったときに、２４時間つながる人、相談できる場がほしい ⇒グループホームの利用体験をするなどして生活の力をつ
ける必要あり
◎親なき後のための入所施設があるが、利用期限がある ⇒その後の生活が問題。施設が必要な親もいる
◎４０代の精神障害者 家族同居から単身への移行・近隣とのトラブルなどあり ⇒介助サービスの導入

〈相談支援事業所・サービス事業
所・成年後見〉
◎自分の意思を決めるときにサポート 保佐、補
助も検討

連携

【児童発達相談の体制】 ◎相談増加 人材不足 ⇒支援体制の強化
が必要

【被虐待児童の支援体制】 虐待疑いの子ども ⇒行政への相談・通報、
地域の見守り体制、 民生委員等との連携

◎少数障害 実態把握が困難 ◎制度の変更 措置、支援費、自立支援法と制度が変わった。緻密な情報提供が必要 ◎全体をコーディネートできる職種がない ・ワンストップサービス ◎所得保障

ライフステージを通じた共通課題

相
談
支
援
の

し
く
み

区
市
町
村

【障害者相談支援事業】
◎地域でどのように機能してきたか検証が必
要 ◎民間と行政で議論する場が必要

【基幹相談支援センター】
◎個々の支援をどう有機的につなげていくか

東
京
都

指定

一般
相談

委託

【計画相談】
◎本人のニーズを確実に把握する手段 ◎計画の質をどのように担
保するか ◎障害者への周知が不足 ◎区市町村の取り組みに
ばらつき ◎相談支援事業者の不足 ◎事業者のモチベーション
を高める仕組みが必要 ◎報酬単価が低い ◎他事業と一体的に
実施⇒第三者機関的な立場で関わるのが難しい

【地域移行・地域定着】
◎地域移行を地道に進め
ていく必要 ◎地域定着
支援は、まだ有効に使わ
れていない

【基本相談】
◎現状では計画相談に追われて
しまっているが、本来は基本相談
から始まる ◎どこまでが基本相
談なのか不明確 ◎報酬の裏付
けがない

特定
相談 支援

研修

情報提供・つなぐ・切れ目のない支援・権利擁護・普及啓発

保健・保育・療育

⇔教育

教育⇔

住まい・就労・日中活動

障害福祉サービス

⇔介護保険サービス
成年後見・権利擁護

連携


